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☆ 特別養護老人ホーム短期入所・・２ページ

☆ 特別養護老人ホーム・・・・・・３ページ

☆ 身体障害者支援施設・・・・・・４ページ

☆ 事務所からのお知らせ・・・・・５－６ページ

レクリエーションの射的。

その表情は真剣そのもの！全集中で的を倒していました。
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特養ショートステイのページ

野外食事会

5月21日野外食事会が開催されました。

皆さん美味しい食事と催し物を楽しまれました。

ショートステイでは、月一回ペースで誕生日をお祝い

しています。

誕生月のご利用者様は大変喜ばれ、楽しい時間となっ

ています。お誕生日会

射的大会が8月9日に開催されました。

真剣勝負の後にはかき氷を美味しく頂きました。

射的・かき氷



特別養護老人ホームのページ

野外食事会

デザートビュッフェ

皆でインドネシアの踊りをおどりましたっ♪

色々な食べ物を心いくまで食べて頂きましたっ！！

ハイ チーズ(*^-^*)
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身体障害者支援施設のページ

バーベキュー大会

5月19日二階中庭でバーベキュー大会を行いました。

ビールやジュースで乾杯し、焼き肉、たこ焼き、ウィンナー、

焼きそばといった、たくさんのメニューを食べられ、皆さん

「おいしい！」と喜ばれていました。

6月26日たこ焼きパーティーを行いました。

皆さんたくさん食べて美味しかったと話しており、

「またやってほしい」と言う声がたくさん聞かれました。
たこ焼きパーティー
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永年勤続表彰
令和7年度の永年勤続表彰がありました。

当法人からの表彰として、今年度は１０年表彰の職員が４名表彰され、理事長より

賞状と金一封が送られました。

また、福利厚生センター“ソウェルクラブ”からは、５年目と１０年目の合計７名

の職員に、それぞれカタログより選んだ商品が贈呈されました。

今年度も、イオン熊野店様より。イオン熊野店様より、「イオン幸

せの黄色いレシートキャンペーン」による商品の贈呈を受けました。

今年度もたくさんのレシートを投函いただき、ティッシュペーパーと

交換していただきました。

イオン熊野店様、レシートを投函していただきました皆様、ご支援

誠に有難うございました。商品はご利用者の日用品として使用させて

頂きます。



最新情報･採用情報はホームページへ！

https://yuunan3.wixsite.com/kiwakai
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インスタグラム絶賛公開中！ご利用者の日常を載

せています。お気軽にフォローしてください！

ケアホーム熊南

検索してね！

インスタグラムで

管理栄養士

徳山美咲

４月から入社しました

徳山美咲です。

管理栄養士になったば

かりですが、ご利用者の

健康を支えられるように

精一杯頑張りますのでよ

ろしくお願いいたします。

職員は経験者・未経験者に限らず随時募集中です。

最新の募集職種・内容は、下記ホームページまたはハローワークをご確認ください。

介助員

久保博子

生活支援員

古家忠幸

８月より入社しました、

古家忠幸です。

介護業界に携わるのは、

約1年ぶりです。先輩職員

の指導のもと、ご利用者1

人1人にあった介護技術を

いち早く習得できるように

日々精進していく所存です。

４月より入社しました

久保博子です。

主に洗濯場での勤務で

すが、各部署の先輩方に

ご指導いただきながら頑

張りますので、よろしく

お願いいたします。

生活支援員

中村節夫

８月より入社しました

中村節夫と申します

本格的な介護の仕事は

初めてで緊張しています。

どうかよろしくお願い

いたします。

4月以降に入社した職員を紹介いたします。

皆様どうぞよろしくお願いいたします。

6月より面会制限を緩和しました。

詳細は6月にご家族・身元引受人の皆様に文書にてご連絡させていただきましたが、これま

でのビニールカーテンを撤廃し、人数制限もなく皆さんで直接触れ合っていただくことができ

るようになりました。また、時間も15分間の制限は変わりませんが、予約時間に幅を持たせら

れるように見直しを行いました。

なお、引き続き感染症対策の為、皆様にはマスクの着用及び手指の消毒を必須とさせていた

だいておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

詳細はホームページ又はお電話にてお問い合わせください。

面会制限の緩和について


